
議第５４号 

   呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 呉市介護保険条例（平成１２年呉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３

２年度」に改め，同条第６号ア中「という。）」の次に，「（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第

３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には，当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を

加え，同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成

３２年度」に改める。 

第１６条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の呉市介護保険条例の規定は，平成３０年度分の保険料から適用し，平

成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 

 

 

（提案理由） 

第７期介護保険事業計画期間における保険料率を設定するとともに，関係法令

の改正に伴い，所要の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 

 


